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店頭外国為替証拠金取引約款(DMM FX) 新旧対照表 

（下線部が変更箇所） 

変更箇所 新 旧 

第７条 

本取引の

内容 

１本取引はインターネットを通じて当

社が管理するサーバー（以下「本サー

バー」という。）にアクセスし、当社

がサーバー上で提供する取引システム

（以下「本取引システム」という。）

を利用して行われることを原則として

います。本サービスの利用において、

本取引システムの改変及び本取引シス

テム以外の使用を禁止します。その他

通信手段による注文及びその変更・取

消は、当社が別途認めた場合を除き受

け付けないこととします。 

 

２お客様が当社と行う取引について不

正又は禁止されている取引が行われた

場合、当社は当該口座を凍結し、過去

に遡り約定を無効とすることができる

ものとします。これにより、不足金が

発生した場合、当該不足金について当

社はお客様に請求できるものとしま

す。また、当該取引により当社が損害

を被った場合は、お客様は当該損害に

対し賠償責任を負うものとします。 

なお、当社はいかなる理由であっても、

約定の無効によりお客様に生じた一切

の損害につき、お客様に対して何らの

責任も負担しないものとします。 

 

第８条～第１１条（現行通り） 

 

（新設） 

※新設に伴い以下条文について繰り下

がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条～第１０条（省略） 

 

第１２条 

期限の利

１（現行通り） 

 

１（省略） 
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益の喪失 ２（１）～（３） （現行通り） 

 

（４）レート又はレート配信を操作す

る、若しくは本取引システムでは通常

実行できないような取引を行う等、不

正行為、不適切な取引を行ったと当社

が認めたとき。 

 

（５）お客様と当社の取引について本

取引システム以外からの取引があった

とき。 

 

（６） （現行通り） 

 

第１３条 （現行通り） 

 

２（１）～（３） （省略） 

 

（新設） 

※新設に伴い以下について繰り下がり

ます。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（４） （省略） 

 

第１２条 （省略） 

第１４条 

支払不能

又は不能

となる恐

れがある

場合等に

おける本

取引 

１お客様が第１２条第1項各号のいず

れかに該当したときは、当社は任意に、

お客様への事前の連絡や、お客様の承

諾を必要とすることなく、お客様が本

口座を通じて行っているすべての本取

引につき、それを決済するために必要

な反対売買を行い、決済できるものと

します。 

 

２（現行通り） 

 

３お客様が第１２条第２項の各号のい

ずれかに該当したときで、当社から請

求があった場合には、お客様は、当社

の指定する日時までに、当社の本口座

を通じて行っているすべての本取引を

決済するために必要な反対売買等を、

当社に注文するものとします。 

 

４～５（現行通り） 

１お客様が第１１条第1項各号のいず

れかに該当したときは、当社は任意に、

お客様への事前の連絡や、お客様の承

諾を必要とすることなく、お客様が本

口座を通じて行っているすべての本取

引につき、それを決済するために必要

な反対売買を行い、決済できるものと

します。 

 

２（省略） 

 

３お客様が第１１条第２項の各号のい

ずれかに該当したときで、当社から請

求があった場合には、お客様は、当社

の指定する日時までに、当社の本口座

を通じて行っているすべての本取引を

決済するために必要な反対売買等を、

当社に注文するものとします。 

 

４～５（省略） 
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第１５条 

差引計算 

１（現行通り） 

 

２第１２条及び前項の相殺ができる場

合には、当社は事前の通知及び所定の

手続きを省略し、お客様に代わり取引

証拠金及び預け金の払い戻しを受け、

お客様の債務の弁済に充当することが

できるものとします。 

 

３（現行通り） 

 

第１６条～第１９条（現行通り） 

 

１（省略） 

 

２第１１条及び前項の相殺ができる場

合には、当社は事前の通知及び所定の

手続きを省略し、お客様に代わり取引

証拠金及び預け金の払い戻しを受け、

お客様の債務の弁済に充当することが

できるものとします。 

 

３（省略） 

 

第１５条～第１８条（省略） 

 

第２０条 

報告 

お客様は、第１２条第１項及び第２項

の各号のいずれかの事由が生じた場合

には、当社に対し直接書面をもってそ

の旨を報告するものとします。 

 

第２１条～第２４条（現行通り） 

 

お客様は、第１１条第１項及び第２項

の各号のいずれかの事由が生じた場合

には、当社に対し直接書面をもってそ

の旨を報告するものとします。 

 

第２０条～第２３条（省略） 

 

第２５条 

解約 

１次の各号のいずれかに該当し、又は

お客様が第１２条に掲げる事項のいず

れかに該当したときは、お客様との間

の本取引は解約されることとします。 

 

（１）～（２） （現行通り） 

 

（３）第３３条に定める本約款の変更

にお客様が同意しないとき。 

 

（４） （現行通り） 

 

２お客様との間の本取引を解約する場

合において、お客様が当社と行う本取

引のポジションが残存するとき、また

はお客様の当社に対する債務が残存す

１次の各号のいずれかに該当し、又は

お客様が第１１条に掲げる事項のいず

れかに該当したときは、お客様との間

の本取引は解約されることとします。 

 

（１）～（２） （省略） 

 

（３）第３２条に定める本約款の変更

にお客様が同意しないとき。 

 

（４） （省略） 

 

２お客様との間の本取引を解約する場

合において、お客様が当社と行う本取

引のポジションが残存するとき、また

はお客様の当社に対する債務が残存す
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るときは、残存するポジションを反対

売買により決済した上で、第１５条第

３項及び第１６条に定めるところに従

い、当社とお客様の間の債権債務を清

算するものとします。 

 

３（現行通り） 

 

第２６条～第３３条（現行通り） 

 

るときは、残存するポジションを反対

売買により決済した上で、第１４条第

３項及び第１５条に定めるところに従

い、当社とお客様の間の債権債務を清

算するものとします。 

 

３（省略） 

 

第２５条～第３２条（省略） 

 

最終行 平成２２年４月１日改訂 （追加） 

 

 


